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［
二
〇
一
九
年
度
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
］
特
集　

中
世
か
ら
近
世
へ

─
十
六
・
十
七
世
紀
の
思
想
史
的
課
題

コ
メ
ン
ト

：『
神
皇
正
統
記
』
の
政
治
思
想
と
二
、三
の
問
題

兵
藤
　
裕
己

　

三
人
の
発
表
者
の
方
へ
の
コ
メ
ン
ト
を
述
べ
た
う
え
で
、
こ
の

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
一
つ
の
話
題
と
な
っ
た
北
畠
親
房
の
思
想
、
そ

れ
に
関
連
し
た
二
、三
の
問
題
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
る
。

⑴
前
田
雅
之
氏「
古
典
注
釈
の
展
開
を
通
じ
て

─
宗
祇
か
ら
契
沖
へ
」

　

た
と
え
ば
、『
源
氏
物
語
』
は
、
一
三
世
紀
初
頭
に
は
王
朝
の

故
実
・
典
礼
を
伝
え
る
「
古
典
」
と
目
さ
れ
、
証
本
（
正
本
と
も
。

拠
り
所
と
な
る
真
正
な
本
）
の
制
作
が
開
始
さ
れ
た
。

　

オ
リ
ジ
ナ
ル
（
起
源
、
原
本
）
が
不
在
な
物
語
草
子
に
、
ほ
ん
ら

い
「
証
本
」
な
ど
あ
る
は
ず
も
な
い
の
だ
が
、『
源
氏
』
証
本
の

制
作
は
一
二
二
〇
年
代
に
本
格
化
す
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
承
久

の
乱
後
の
危
機
的
状
況
に
あ
っ
て
、
公
家
社
会
が
み
ず
か
ら
の
文

化
的
過
去
を
単
一
の
も
の
と
し
て
同
定
し
よ
う
と
し
た
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
形
成
の
力
学
が
作
用
し
て
い
た
。

　

そ
ん
な
政
治
的
な
産
物
で
も
あ
る
「
古
典
」
は
、
ア
レ
ン
ト
や

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
い
う
「
公
共
圏
」
の
問
題
と
ど
う
絡
む
の
か
。

国
家
と
は
異
次
元
の
と
こ
ろ
に
共
同
性
の
根
拠
を
求
め
た
の
が
ア

レ
ン
ト
ら
の
「
公
共
」
の
概
念
だ
が
、
前
田
氏
の
「
古
典
的
公
共

圏
」
は
、
権
門
体
制
下
の
諸
権
門
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
問
題
と
し

て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

　

か
つ
て
中
世
史
家
の
黒
田
俊
雄
が
提
起
し
た
権
門
体
制
論
は
、

公
家
・
武
家
・
寺
家
の
諸
権
門
の
相
互
依
存
、
相
互
補
完
の
関
係

と
し
て
中
世
国
家
を
と
ら
え
、
顕
密
仏
教
（
い
わ
ゆ
る
旧
仏
教
）
を
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29　コメント：『神皇正統記』の政治思想と二，三の問題
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顕
密
体
制
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
位
置
づ
け
る
も
の
だ
っ
た
。

　

黒
田
の
提
唱
し
た
権
門
体
制
（
顕
密
体
制
）
論
は
、
そ
の
後
の

思
想
史
研
究
に
も
影
響
を
あ
た
え
、
一
九
八
〇
年
代
以
後
、
そ
れ

ま
で
の
文
化
人
類
学
的
な
王
権
論
に
代
わ
っ
て
、
密
教
を
軸
と
し

た
顕
密
仏
教
の
儀
礼
（
即
位
灌
頂
等
）
や
宗
教
的
言
説
が
研
究
の
主

流
と
な
っ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。

　

中
世
前
期
の
権
門
体
制
国
家
は
、
し
か
し
一
四
世
紀
の
建
武
政

権
と
室
町
殿
専
制
体
制
に
よ
っ
て
崩
壊
す
る
。
だ
が
、
古
典
の
注

釈
・
学
問
は
、
大
名
を
パ
ト
ロ
ン
と
し
た
公
家
や
隠
者
ら
に
よ
っ

て
地
方
に
運
ば
れ
て
ゆ
く
。
前
田
氏
の
い
う
「
古
典
的
公
共
圏
」

は
、
む
し
ろ
権
門
体
制
国
家
が
崩
壊
し
た
一
五
世
紀
後
半
以
降
の

約
百
年
間
、
織
豊
期
以
前
の
「
日
本
」
社
会
を
考
え
る
う
え
で
有

効
な
概
念
の
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
う
し
た
「
古
典
」
を
媒
介
と
し

た
共
同
性
が
、
近
世
国
学
の
思
想
へ
受
け
つ
が
れ
た
の
は
た
し
か

だ
と
思
う
。

⑵
下
川
玲
子
氏
「
朱
子
学
的
理
の
確
立
」

　

日
本
中
世
の
儒
学
を
宋
学
以
前
と
位
置
づ
け
た
旧
来
の
（
和
島

芳
男
氏
等
の
）
説
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
我
妻
建
治
氏
の
有
効
な

批
判
が
あ
る
。
下
川
氏
の
報
告
も
、
親
房
の
神
道
思
想
が
宋
学
、

と
く
に
周
敦
頤
や
朱
熹
の
易
学
を
独
自
に
読
み
替
え
て
成
立
し
た

と
い
う
氏
の
持
論
を
再
説
し
た
も
の
。
ま
た
、
親
房
が
、
朱
熹
の

「
理
」
概
念
を
や
や
未
消
化
な
が
ら
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
、
そ

の
意
味
で
、
親
房
の
思
想
が
中
世
的
世
界
か
ら
踏
み
出
す
可
能
性

を
は
ら
ん
で
い
た
と
す
る
指
摘
は
興
味
深
い
。

　

そ
の
親
房
の
『
神
皇
正
統
記
』
が
、
明
治
以
降
、
と
く
に
昭
和

戦
前
期
に
き
わ
め
て
恣
意
的
に
読
み
替
え
ら
れ
た
と
い
う
指
摘
も

重
要
だ
。
下
川
氏
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、
昭
和
一
二
年
に
文
部

省
が
発
行
し
た
『
国
体
の
本
義
』
は
、『
神
皇
正
統
記
』
の
一
節
、

「
お
よ
そ
王
土
に
は
ら
ま
れ
て
、
忠
を
い
た
し
命
を
捨
つ
る
は
人

臣
の
道
な
り
」
を
引
用
す
る
。
下
川
氏
は
、
親
房
に
は
儒
教
的
素

養
が
あ
り
、
こ
の
一
節
を
「
国
体
」
論
の
淵
源
と
位
置
づ
け
る
の

は
当
た
ら
な
い
と
す
る
。

　
『
神
皇
正
統
記
』
の
右
の
一
節
は
、
そ
の
前
後
を
引
用
す
れ
ば

容
易
に
わ
か
る
よ
う
に
、
元
弘
の
乱
で
天
皇
方
に
味
方
し
た
足
利

高
氏
（
尊
氏
）
以
下
の
武
士
た
ち
が
、
そ
の
卑
し
い
分
際
も
わ
き

ま
え
ず
に
、
過
分
の
褒
賞
を
望
ん
だ
こ
と
を
批
判
し
た
も
の
。
臣

下
の
名
分
（
名
に
応
じ
た
職
分
）
を
強
調
し
た
一
節
で
あ
り
、
北
畠

家
（
家
格
は
大
臣
家
）
の
上
級
貴
族
と
し
て
の
特
権
意
識
が
読
み
取

れ
る
箇
所
で
あ
る
。
親
房
の
こ
う
し
た
政
道
批
判
は
、
臣
下
の
名

分
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
し
ま
う
後
醍
醐
の
専
制
的
な
人
材
起
用

へ
も
向
け
ら
れ
た
。

　

こ
う
し
た
名
分
思
想
は
、
同
時
代
に
執
筆
さ
れ
た
最
初
の
幕
府

法
『
建
武
式
目
』（
実
質
的
な
制
定
者
は
足
利
直
義
）
の
第
一
三
条
や
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『
太
平
記
』
序
文
と
も
、
そ
の
政
治
的
な
立
ち
位
置
を
共
有
す
る
。

つ
ま
り
、『
神
皇
正
統
記
』
の
右
の
一
節
を
、
一
君
万
民
の
「
国

体
」
論
の
淵
源
と
す
る
の
は
、『
神
皇
正
統
記
』
冒
頭
「
大
日
本

は
神
国
な
り
」
の
読
み
替
え
と
同
様
の
、
は
な
は
だ
し
い
曲
解
だ

っ
た
。

⑶�

齋
藤
公
太
氏
「
十
六
・
十
七
世
紀
に
お
け
る
『
神
皇
正
統
記
』
の

受
容
と
正
統
論
の
展
開
」

　

北
畠
親
房
は
、
司
馬
光
や
朱
熹
の
正
統
論
を
少
な
か
ら
ず
学
ん

で
い
た
。
斎
藤
氏
の
報
告
は
、
そ
ん
な
親
房
の
正
統
論
の
内
実
と
、

そ
の
中
世
末
・
近
世
初
期
の
受
容
に
か
ん
す
る
問
題
提
起
で
あ
る
。

『
神
皇
正
統
記
』
の
神
器
解
釈
に
つ
い
て
は
少
な
か
ら
ぬ
研
究
の

蓄
積
が
あ
る
が
、
そ
れ
と
親
房
の
宋
学
受
容
と
の
関
連
に
つ
い
て

は
、
従
来
あ
ま
り
言
及
が
な
か
っ
た
と
思
う
。

　

た
と
え
ば
、『
神
皇
正
統
記
』
と
同
時
代
に
書
か
れ
た
『
太
平

記
』
巻
二
十
六
に
、「
伊
勢
国
よ
り
宝
剣
を
進
す
事
」
と
い
う
記

事
が
あ
る
。
元
暦
二
年
（
一
一
八
五
）
の
壇
ノ
浦
合
戦
で
失
わ
れ

た
宝
剣
が
、
伊
勢
か
ら
京
に
も
た
ら
さ
れ
、
大
納
言
日
野
資
明
に

神
器
の
由
来
を
尋
ね
ら
れ
た
平
野
社
の
神
主
、
卜
部
兼
員
は
、
三

種
の
神
器
の
い
わ
れ
因
縁
に
つ
い
て
講
釈
す
る
。
従
来
、
い
わ
ゆ

る
中
世
日
本
紀
の
講
釈
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
記
事
だ
。

　

こ
の
日
本
紀
講
釈
の
あ
と
、
足
利
直
義
が
霊
夢
を
み
た
こ
と
で
、

宝
剣
は
い
っ
た
ん
朝
廷
に
納
め
ら
れ
た
。
だ
が
、
坊
城
（
勧
修
寺
）

経
顕
が
異
議
を
申
し
立
て
た
た
め
差
し
戻
さ
れ
る
。
経
顕
の
異

議
申
し
立
て
は
、
北
宋
の
楊
時
（
号
は
亀
山
）
の
詩
を
引
用
し
て
、

直
義
が
み
た
霊
夢
を
「
聖
人
に
夢
な
し
」
と
し
て
却
け
た
も
の
。

　

楊
時
は
、
程
顥
と
程
頤
に
師
事
し
て
『
二
程
粋
言
』
を
著
し
、

そ
の
学
統
は
南
宋
の
朱
熹
に
伝
え
ら
れ
た
。
宋
学
史
上
き
わ
め
て

重
要
な
位
置
に
あ
る
思
想
家
だ
が
（『
朱
子
学
大
系
』
第
三
巻
）、『
太

平
記
』
は
、
そ
ん
な
楊
時
の
合
理
的
思
弁
を
、
い
わ
ゆ
る
中
世
日

本
紀
の
幻
怪
な
神
器
観
に
対
置
さ
せ
る
わ
け
だ
。

　
『
神
皇
正
統
記
』
に
お
い
て
、
三
種
の
神
器
の
ゆ
く
え
は
、
天

皇
在
位
の
正
当
性
、
す
な
わ
ち
帝
徳
の
有
無
の
問
題
へ
帰
着
し
て

ゆ
く
が
、
こ
う
し
た
神
器
と
帝
徳
の
問
題
が
、『
大
日
本
史
』
の

神
器
正
統
論
に
受
け
継
が
れ
た
と
い
う
指
摘
は
た
い
へ
ん
興
味
深

い
。

　

つ
ぎ
に
、
正
統
論
と
天
皇
の
名
分
と
し
て
の
帝
徳
の
問
題
に
関

連
し
て
、
若
干
の
私
見
を
述
べ
て
お
く
。

　

た
と
え
ば
、『
太
平
記
』
は
、
そ
の
序
文
で
、
帝
徳
を
欠
い
た

天
皇
の
廃
位
を
当
然
と
す
る
政
道
論
を
展
開
す
る
。「
も
し
そ
の

徳
欠
く
る
と
き
は
、
位
あ
り
と
雖
も
た
も
た
ず
」
で
あ
る
が
、
つ

づ
く
第
一
巻
の
冒
頭
章
段
は
、
後
醍
醐
を
紹
介
し
て
、「
上か

み

に
は

君
の
徳
に
違
ひ
…
…
」
と
す
る
。『
太
平
記
』
は
、
そ
の
冒
頭
で
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31　コメント：『神皇正統記』の政治思想と二，三の問題
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後
醍
醐
を
廃
さ
れ
て
当
然
の
天
皇
と
し
て
紹
介
す
る
の
だ
が
、
も

ち
ろ
ん
こ
う
し
た
後
醍
醐
評
価
は
、『
太
平
記
』
の
成
立
過
程
の

問
題
と
不
可
分
で
あ
る
（
岩
波
文
庫
『
太
平
記
（
一
）』
解
説
「
太
平
記

の
成
立
」、
参
照
）。『
太
平
記
』
序
文
が
、
君
臣
上
下
の
名
分
を
強

調
す
る
の
も
、「
武
臣
」
の
名
分
を
認
め
な
い
後
醍
醐
の
在
位
を

否
定
す
る
足
利
政
権
の
立
場
で
あ
る
。『
太
平
記
』
の
段
階
的
な

成
立
過
程
で
加
筆
・
付
加
さ
れ
た
序
文
だ
が
、
こ
の
序
文
の
思
想

は
、
建
武
三
年
（
一
三
三
六
）
一
〇
月
に
後
醍
醐
を
廃
し
た
足
利

政
権
が
、
そ
の
翌
月
に
制
定
し
た
『
建
武
式
目
』
一
三
条
の
「
上

下
お
の
お
の
分
際
を
守
り
…
…
」
と
、
そ
の
思
想
的
な
立
ち
位
置

を
共
有
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
こ
の
臣
下
の
名
分
を
否
定
し
て
し
ま
う
天
皇
の
専
制
を

認
め
な
い
思
想
は
、
じ
つ
は
『
神
皇
正
統
記
』
に
も
共
通
す
る
。

た
と
え
ば
、『
正
統
記
』
順
徳
院
条
は
、
北
条
義
時
・
泰
時
父
子

を
「
上
下
の
礼
節
を
乱
ら
ず
」「
己
が
分
を
は
か
」
っ
た
人
物
と

評
価
し
、
こ
の
両
人
に
よ
っ
て
廃
さ
れ
た
治
天
の
君
後
鳥
羽
院
に

つ
い
て
は
「
徳
」
の
欠
如
を
批
判
し
、
そ
の
討
幕
の
企
て
を
「
天

の
ゆ
る
さ
ぬ
こ
と
は
疑
ひ
な
し
」
と
述
べ
る
。

　

北
条
義
時
・
泰
時
父
子
は
、『
建
武
式
目
』
の
跋
文
で
も
、「
義

時
・
泰
時
の
行
状
を
以
て
近
代
の
師
と
な
す
」
と
い
わ
れ
、
初
期

足
利
政
権
に
と
っ
て
「
不
徳
の
君
」
を
廃
し
た
前
例
と
し
て
強
く

意
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
臣
下
の
名
分
を
認
め
な
い
天
皇
の
専

制
を
否
定
す
る
姿
勢
は
、
北
畠
親
房
の
『
神
皇
正
統
記
』、
お
よ

び
親
房
の
嫡
子
顕
家
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
た
。

　

北
畠
顕
家
が
堺
浦
で
戦
死
す
る
わ
ず
か
七
日
前
に
執
筆
し
た
諫

奏
状
は
、
建
武
政
権
下
で
「
起き

家け

の
族や

か
ら」（

成
り
上
が
り
者
）
や
武

士
た
ち
が
、
自
ら
の
卑
し
い
出
自
も
顧
み
ず
に
要
職
を
望
み
、
そ

れ
が
許
さ
れ
た
こ
と
を
「
僭
上
の
階

き
ざ
は
し」

と
す
る
。
そ
し
て
故
実
を

無
視
し
た
こ
う
し
た
後
醍
醐
の
専
制
的
な
人
事
こ
そ
が
、
建
武
政

権
を
崩
壊
さ
せ
た
と
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
北
朝
方
の
三
条
公
忠

が
、
建
武
政
権
下
の
人
事
を
回
顧
し
て
「
物ぶ

つ

狂き
よ
うの

沙
汰
」
と
評
し

た
の
と
同
様
の
批
判
で
あ
る
。
公
家
社
会
の
故
実
を
無
視
し
、
臣

下
の
名
分
を
否
定
し
て
し
ま
う
後
醍
醐
の
専
制
に
た
い
す
る
批
判

は
、「
譜
代
」「
累
家
」（『
神
皇
正
統
記
』）
の
既
得
権
や
特
権
を
否

定
さ
れ
た
上
級
貴
族
全
般
に
共
通
し
た
反
応
だ
っ
た
。

　

そ
の
よ
う
な
文
脈
で
『
神
皇
正
統
記
』
の
「
お
よ
そ
王
土
に
は

ら
ま
れ
て
、
忠
を
い
た
し
命
を
す
つ
る
は
人
臣
の
道
な
り
」
の
主

張
も
行
わ
れ
る
。「
累
家
」
の
既
得
権
益
が
侵
さ
れ
る
こ
と
へ
の

親
房
の
危
機
感
で
あ
り
、
こ
の
一
節
を
、
近
世
の
水
戸
学
ふ
う
の

「
国
体
」
論
の
淵
源
と
す
る
の
は
、
お
よ
そ
見
当
違
い
と
し
か
い

い
よ
う
が
な
い
。

　
『
神
皇
正
統
記
』
が
成
立
し
た
の
は
、
後
醍
醐
の
没
後
、
親
房

が
南
朝
方
の
関
東
経
営
の
拠
点
と
し
て
常
陸
に
滞
在
し
て
い
た

延
元
四
年
（
一
三
三
九
）
で
あ
る
。
そ
の
三
百
年
後
、
常
陸
の
国
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主
と
な
っ
た
徳
川
光
圀
は
、『
大
日
本
史
』
の
編
纂
を
開
始
し
た
。

光
圀
の
南
朝
正
統
史
観
が
『
神
皇
正
統
記
』
の
影
響
下
に
あ
っ
た

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、『
大
日
本
史
』
の
南
朝
正
統
論
は
、

じ
つ
は
南
朝
に
殉
じ
た
新
田
氏
の
後
裔
を
自
称
し
た
徳
川
氏
の
政

治
的
覇
権
を
正
当
化
す
る
も
の
だ
っ
た
。
後
醍
醐
の
不
徳
と
失
政

を
批
判
す
る
『
太
平
記
』
の
記
述
は
、
安
積
澹
泊
（
光
圀
の
史
臣
と

し
て
信
任
の
厚
か
っ
た
人
物
）
が
執
筆
し
た
後
醍
醐
天
皇
紀
の
論
賛

（
人
物
評
）
に
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
る
。

　

だ
が
、『
太
平
記
』
や
『
神
皇
正
統
記
』
お
よ
び
『
建
武
式
目
』

に
始
ま
り
、『
大
日
本
史
』
に
引
き
継
が
れ
た
「
帝
徳
」
す
な
わ

ち
天
皇
の
名
分
を
あ
げ
つ
ら
う
議
論
は
、
一
八
世
紀
末
以
降
の
緊

迫
し
た
対
外
情
勢
と
危
機
的
な
政
治
状
況
の
な
か
で
、
彰
考
館

（
水
戸
藩
の
史
局
）
の
内
部
で
封
じ
ら
れ
て
ゆ
く
。

　

た
と
え
ば
、
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
に
弱
冠
一
五
歳
で
町
人

か
ら
彰
考
館
員
（
下
士
身
分
）
に
取
り
立
て
ら
れ
た
藤
田
幽
谷
は
、

『
大
日
本
史
』
を
読
み
深
め
る
過
程
で
『
太
平
記
』
以
来
の
大
義

名
分
の
議
論
を
根
底
か
ら
組
み
替
え
て
し
ま
う
。
幽
谷
が
寛
政
三

年
（
一
七
九
一
）
に
執
筆
し
た
「
正
名
論
」
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う

な
一
節
が
あ
る
。

赫か
つ

々か
く

た
る
日
本
は
、
皇
祖
開か

い

闢び
や
くよ

り
、
天
を
父
と
し
地
を
母

と
し
て
、
聖
子
・
神
孫
、
世
々
明
徳
を
継
ぎ
給
ひ
、
以
て
四し

海か
い

に
照

し
よ
う

臨り
ん

す
。
四
海
の
内
、
こ
れ
を
尊
び
て
天
皇
と
い
ふ
。

（
中
略
）
皇
統
の
悠
遠
、
国こ

く

祚そ

の
長
久
、
舟

し
ゆ
う

車し
や

の
至
る
所
、
人

力
の
通
ふ
所
、
殊し

ゆ

庭て
い

絶ぜ
つ

域い
き

、
未
だ
我
が
邦
の
ご
と
き
は
あ
ら

ざ
る
な
り
。
豈あ

に
偉い

な
ら
ず
や
。

　

天
皇
の
絶
対
的
権
威
の
み
が
強
調
さ
れ
る
こ
の
神
が
か
り
的
な

文
章
の
延
長
上
で
、
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
正
月
、
帝
徳
を
あ

げ
つ
ら
う
議
論
そ
の
も
の
を
封
じ
る
論
賛
削
除
の
議
が
、
藤
田
幽

谷
の
盟
友
高
橋
坦
室
に
よ
っ
て
建
議
さ
れ
る
。

　

天
皇
の
不
可
侵
の
権
威
を
も
っ
て
「
殊し

ゆ

庭て
い

絶ぜ
つ

域い
き

」「
未
だ
我
が

邦
の
ご
と
き
は
あ
ら
ざ
る
な
り
」
と
す
る
幽
谷
の
議
論
に
あ
っ

て
、
す
で
に
「
武
臣
」
徳
川
氏
の
名
分
が
介
在
す
る
余
地
は
な
い

だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
幽
谷
の
議
論
の
延
長
上
で
、
や
が
て
か
れ
に

師
事
し
た
会
沢
正
志
斎
や
藤
田
東
湖
、
あ
る
い
は
長
州
の
吉
田
松

陰
ら
に
よ
っ
て
日
本
近
代
の
国ネ

ー
シ
ヨ
ン
ス
テ
ー
ト

民
国
家
の
思
想
が
用
意
さ
れ
て
ゆ

く
。
す
な
わ
ち
天
皇
と
民
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
「
一
君
万
民
」

（
＝
四
民
平
等
）
の
「
国
体
」
の
思
想
だ
が
、
身
分
制
社
会
へ
の
ア

ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
発
想
さ
れ
た
「
国
体
」
論
が
、
や
が
て
現
実

の
天
皇
制
国
家
に
お
い
て
、
国
家
が
国
民
を
直
接
的
・
無
媒
介
的

に
把
握
す
る
思
想
と
し
て
容
易
に
読
み
替
え
ら
れ
て
ゆ
く
仕
組
み

に
つ
い
て
は
、
べ
つ
に
論
じ
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
（
兵
藤
『
後

醍
醐
天
皇
』
岩
波
新
書
、
二
〇
一
八
年
）。

 

（
学
習
院
大
学
教
授
）
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